
規

則 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
中
「
北
部
拠
点
政
策
幹
」
を
「
北
部
拠
点
推
進
幹
」
に
、
「
及
び
産
業
基
盤
対
策
幹
」

を
「
、
産
業
基
盤
対
策
幹
及
び
大
宮
ス
ー
パ
ー
・
ボ
ー
ル
パ
ー
ク
整
備
推
進
幹
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
第
一
項
中
「
防
災 

 

政
策
幹
」
の
下
に
「
、
野
生
鳥
獣
対
策
幹
」
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
産
業
労
働
部
金
融
課
長
の
項
受
任
者
の
欄
中
「
産
業
労
働
部
金
融
課
長
」
を
「
産

業
労
働
部
経
営
・
金
融
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                 

  

十
一 

公
益
信
託
に

関
す
る
法
律
（
令

和
六
年
法
律
第
三

十
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
に
基

づ
く
公
益
信
託
に

関
す
る
事
務 

 

法
第
三
十
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
益
信
託
認

可
を
取
り
消
す
こ
と
。 

１ 

法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益

信
託
の
認
可
を
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
益
信
託
の
変
更
等
の
認
可
を
す

る
こ
と
。 

３ 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
益
信
託
の
併
合
等
の
認
可
を

す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
益
信
託
の
受
託
者
に
対
し
て

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
を

す
る
こ
と
。 

５ 

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

６ 

法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
旧
公
益
信
託
の
移
行
認
可
を
す

る
こ
と
。 

 

Ｄ  
Ｘ  
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別
表
第
三
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄 

中
「
国
若
し
く
は
公
共
団

体
又
は
公
共
的
団
体
の
依
頼
を
受
け
て
講
演
、
講
義
、
演
技
等
を
行
う
場
合
の
う
ち
」
を
削
り
、

同
欄 

中
「
の
振
替
及
び
」
を
「
及
び
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振

替
並
び
に
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
企
画
財
政
部
の
表
情
報
シ
ス
テ
ム
戦
略
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

         

 

 

別
表
第
四
県
民
生
活
部
の
表
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
十
条
第
二

項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
危
機
管
理
防
災
部
の
表
災
害
対
策
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄 

中
「
第

八
十
六
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
八
十
六

条
の
九
第
四
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄 
中

「
第
七
十
四
条
の
四
」
を
「
第
七
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
、
同
欄 

中
「
第
八
十
六
条
の
九

第
三
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
八
十
六
条
の
九
第
八
項
」

を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
一
項
」
に
、
「
同
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同

欄 

中
「
第
八
十
六
条
の
九
第
九
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第
八

項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
二
項
」
を
「
第
八

十
六
条
の
九
第
十
六
項
」
に
、
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
欄
あ

中
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
三
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
七
項
」
に
、
「
同
条
第
十
二

項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
八
十
六
条
の
九
第
九
項
」
を
「
第
八
十

六
条
の
九
第
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第

八
十
六
条
の
九
第
十
一
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
八

十
六
条
の
九
第
十
三
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
七
項
」
に
、
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十

一
項
」
を
「
第
八
十
六
条
の
九
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
３
中

「
医
療
」
の
下
に
「
、
福
祉
」
を
加
え
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
八
条
」
を
「
第

四 

地
方
自
治
法
（
以

下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

１ 

法
第
二
百
四
十
四
条
の
六
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
を
確
保
す
る
た
め
の
方
針
を
定
め
、
及

び
こ
れ
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。 

２ 

法
第
二
百
四
十
四
条
の
六
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
を
確
保
す
る
た
め
の
方
針
を
定
め
、

又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
に
公
表
す

る
こ
と
。 

 

17 

15 

17 

18 

31 

32 

33 

34 

35 

38 
39 

37 

30 
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八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
中
５
を
７
と
し
、
４
を
６
と
し
、
３
を
５
と
し
、
同
欄
２
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

３ 

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
を
救
助
に
関
す
る

業
務
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
。 

４ 

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
に
通
知
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
障
害
者
福
祉
推
進
課
の
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

      

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
こ
ど
も
支
援
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

    

 

 

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
こ
ど
も
支
援
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
７
中
「
保
育
士
の

登
録
」
を
「
保
育
士
登
録
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
保
健
医
療
政
策
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
に
地
域
外
来
医
療
を
確
保
す 

る
必
要
が
あ
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
。 

 

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
者
等
に
対
し
、
協
議
の
場

に
お
け
る
協
議
に
参
加
し
、
説
明
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。 

 

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
者
等
に
対
し
、
期
限
を
定

め
て
、
地
域
外
来
医
療
の
提
供
を
す
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
。 

 

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者

に
対
し
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
に
出
席
し
、
説
明
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。 

 

法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者

に
対
し
、
地
域
外
来
医
療
の
提
供
を
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

三 

高
次
脳
機
能
障

害
者
支
援
法
（
令

和
七
年
法
律
第
九

十
六
号
）
の
施
行

に
関
す
る
事
務 

 

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
第
二
十
三
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
高
次
脳
機
能
障
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
。 

 

法
第
十
八
条
の
二
十
六
第
三
項
（
法
第
十
八
条
の
二
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
都
市
の
長
が
地
域
限
定
保
育
士
試
験
に
係
る

内
閣
総
理
大
臣
へ
の
申
請
を
行
う
こ
と
及
び
当
該
申
請
に
係
る
試
験
実
施
方
法
書
に
記
載

し
た
試
験
の
実
施
回
数
に
つ
い
て
同
意
す
る
こ
と
。 

 

17 16 15 14 18 
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法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
旨
を
公

表
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
産
業
支
援
課
の
項
機
関
名
の
欄
中
「
産
業
支
援
課
」
を
「
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
創
造
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
同
表
金
融
課
の
項
機
関
名
の
欄
中

「
金
融
課
」
を
「
経
営
・
金
融
支
援
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

          

 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
森
づ
く
り
課
の
項
第
十
号
部
長
決
裁
事
項
の
欄
３
中
「
第
四
十
八
条

第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

     

 

 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
村
整
備
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、
あ

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
９
を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

法
第
八
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改
良
区
連
合
の
解
散
を
認
可
す

る
こ
と
。 

 

法
第
八
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改
良
区
が
そ
の
所
属
す
る
土
地

改
良
区
連
合
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ
と
を
認
可
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
村
整
備
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
８
を 

と
し
、
７

を 

と
し
、
６
を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

二 

中
小
企
業
支
援

法
（
昭
和
三
十
八

年
法
律
第
百
四
十

七
号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務 

 

 

１ 

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

中
小
企
業
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る

計
画
を
定
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け

出
る
こ
と
。 

２ 

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
定
法
人
を
指
定
す
る
こ
と
。 

３ 
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
定
法
人
に
対
し
、
事
業
の
改
善
に
関

す
る
命
令
、
指
定
の
取
消
し
そ
の
他
必

要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。 

 

十
一 

埼
玉
県
県
産

木
材
利
用
促
進
条

例
（
令
和
八
年
埼

玉
県
条
例
第
十
七

号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務 

 

埼
玉
県
県
産
木
材
利
用
促
進
条
例
第
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
産
木

材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
指
針
を
定
め

る
こ
と
。 

 

19 

29 

37 

10 

14 

15 

36 

18 

28 
16 17 13 

10 
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法
第
七
十
一
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

財
産
処
分
の
方
法
を
認
可
す
る
こ
と
。 

 

法
第
七
十
一
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
解
散
し

た
土
地
改
良
区
の
決
算
報
告
を
認
可
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
村
整
備
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
５
の
次
に
次
の
よ 

う
に
加
え
る
。 

６ 

法
第
五
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
情
報
通
信
環
境
整
備
事
業
を
認
可
す

る
こ
と
。 

７ 

法
第
五
十
七
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
情
報
通
信
環
境
整
備
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
す
る
こ
と
。 

８ 

法
第
五
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
連
携
管
理
保
全
事
業
を
認
可
す
る

こ
と
。 

９ 

法
第
五
十
七
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
連
携
管
理
保
全
計
画
の
変
更
を
認
可
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
建
築
安
全
課
の
項
第
十
二
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
マ
ン
シ
ョ

ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る

法
律
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す

る
法
律
第
百
五
条
第
一
項
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
百
六
十

三
条
の
五
十
九
第
一
項
」
に
、
「
容
積
率
」
を
「
容
積
率
等
」
に
改
め
、
同
表
住
宅
課
の
項
第

九
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン

シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 
を
あ

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。  

法
第
二
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
に

対
し
、
必
要
な
協
力
の
要
請
を
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
第
九
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、
あ

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
設
立
に

つ
い
て
認
可
す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
定
款
又
は
資
金
計
画
の
変
更

に
つ
い
て
認
可
す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
三
十
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
解
散

に
つ
い
て
認
可
す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
三
十
四
第
一
項
後
段
（
法
第
百
六
十
三
条
の
三
十
八
に
お
い
て
準
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用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
補
償
金
支
払
計
画
の
策
定
又
は
変
更
に
つ

い
て
認
可
す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
に
対

し
、
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
必
要
な
勧
告
、
助
言
若
し
く
は
援
助
を

す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
に
対

し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
の
促
進
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支

援
法
人
に
対
し
、
必
要
な
協
力
の
要
請
を
す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除

却
組
合
の
事
業
又
は
会
計
の
状
況
を
検
査
す
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
し

た
処
分
の
取
消
し
、
変
更
又
は
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
設
立
の
認
可
を
取
り
消
す
こ

と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
会
又
は
総
代
会
を
招
集
す

る
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
理
事
若
し
く
は
監
事
の
解
任

又
は
総
代
の
解
任
を
投
票
に
付
す
こ
と
。 

 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
決
、
選
挙
、
当
選
又
は
解

任
の
投
票
を
取
り
消
す
こ
と
。 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
第
九
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、
あ

を 

と
し
、 

を 

と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等

売
却
組
合
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」

を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ

ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
」
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
」

を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

 

法
第
百
六
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
に
対

し
、
必
要
な
協
力
の
要
請
を
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
第
九
号
部
長
専
決
事
項
の
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン

敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄

あ
を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組

合
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
百
二
十
条
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第
一
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ

ン
等
売
却
組
合
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
百
十
一
条
第
一
項
」
を

「
第
百
六
条
第
一
項
」
に
、
「
買
受
計
画
」
を
「
除
却
等
計
画
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄
あ

と
し
、
同
欄 

中
「
第
百
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
条
第
一
項
」
に
、
「
買
受
計
画
」
を
「
除

却
等
計
画
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を
あ

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
」
に

改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再

生
組
合
」
に
改
め
、
同
欄 
を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
」
を
「
マ

ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
」
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
改

め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

法
第
九
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
に
対

し
、
必
要
な
協
力
の
要
請
を
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
第
九
号
部
長
専
決
事
項
の
欄 

中
「
マ
ン
シ
ョ
ン

建
替
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
９
を
同

欄 

と
し
、
同
欄
８
を
同
欄 

と
し
、
同
欄
７
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ

ン
再
生
事
業
」
に
改
め
、
同
欄
７
を
同
欄 

と
し
、
同
欄
６
を
同
欄
９
と
し
、
同
欄
５
を
同
欄

８
と
し
、
同
欄
４
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
改
め
、
同

欄
４
を
同
欄
７
と
し
、
同
欄
３
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
」

に
改
め
、
同
欄
３
を
同
欄
６
と
し
、
同
欄
２
を
同
欄
５
と
し
、
同
欄
１
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替

組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
」
に
改
め
、
同
欄
１
を
同
欄
４
と
し
、
同
欄
に
１
、
２
及

び
３
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

１ 

法
第
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
に
対
し
、
マ

ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
そ
の
他
の
措
置
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

法
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勧
告
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有

者
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
そ
の
他
の
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
経
験

を
有
す
る
者
の
あ
つ
せ
ん
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 
 

３ 

法
第
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勧
告
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有

者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
旨
を
公
表
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
都
市
整
備
部
の
表
住
宅
課
の
項
第
十
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
６
を 

と
し
、
５

を
９
と
し
、
同
欄
４
中
「
第
五
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
二
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、

同
欄
４
を
同
欄
８
と
し
、
同
欄
３
中
「
第
五
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
二
十
第
一
項
」

に
改
め
、
同
欄
３
を
同
欄
７
と
し
、
同
欄
２
中
「
第
五
条
の
九
」
を
「
第
五
条
の
十
九
」
に
改

め
、
同
欄
２
を
同
欄
６
と
し
、
同
欄
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

２ 

法
第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
対
し
、
マ
ン
シ
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ョ
ン
の
管
理
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
経
験
を
有
す
る
者
の
あ
つ
せ
ん
そ
の
他
の
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。 

３ 

法
第
五
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
に
対

し
、
管
理
支
援
業
務
の
運
営
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

４ 

法
第
五
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
の
登

録
を
取
り
消
す
こ
と
。 

５ 

法
第
五
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
の

作
成
又
は
変
更
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
に
通
知

す
る
こ
と
。 

第
二
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
雇
用
・
人
材
戦
略
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

        

第
三
条 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
保
健
医
療
政
策
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
病

床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
改
め
、
同
欄
中
あ

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院

等
」
を
「
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

 

中
「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
改
め
、
同

欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
医
療
機
関
機
能
等
報

告
対
象
病
院
等
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中
９
を 

と
し
、
５
か
ら
８
ま
で

を
６
か
ら
９
ま
で
と
し
、
同
欄
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

５ 

法
第
三
十
条
の
十
三
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等

の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
報
告
の
内
容
を
変
更
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
。 

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
雇
用
・
人
材
戦
略
課
の
項
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第 

三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

八 

埼
玉
県
カ
ス
タ

マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
防
止
条
例
（
令

和
七
年
埼
玉
県
条

例
第
五
十
四
号
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

埼
玉
県
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防

止
条
例
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
針

を
作
成
し
、
公
表
す
る
こ
と
。 

 11 

12 

19 

14 

13 

12 

10 

11 

10 

13 

19 

18 

20 11 

12 

10 
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当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
条
の
規
定 

令
和
八
年
七
月
一
日 

二 

第
三
条
の
規
定 

令
和
八
年
十
月
一
日 
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